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《コラム》マイホーム売却時の特例 

 

◆マイホームには税の特例がもりだくさん 

 住宅ローンを借り入れて、住宅の新築・取得

を行った場合受けられる住宅ローン控除（住

宅借入金等特別控除）は、皆さんご存じかと

思いますが、マイホームに関連する税制は売

却した際にも様々な状況に応じて特例が設け

られています。今回は横断的にどんな特例が

あるのかを見てみましょう。 

◆マイホームを譲渡して売却益が出た時 

①居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の

特別控除の特例：マイホーム（居住用財産）を

売った時、所有期間の長短に関係なく譲渡所

得から最高 3,000万円まで控除できる。 

②マイホームを売った時の軽減税率の特例：

所有期間が 10年を超えている場合、長期譲

渡所得税率は通常 15％（＋住民税 5％）であ

るのに対して、6,000万円までの部分について

は 10％（＋住民税 4％）で計算することができ

る。 

③特定の居住用財産の買換えの特例：特定

のマイホームを売って、代わりのマイホームに

買い換えた時、一定要件のもとに、譲渡益に

対する課税を将来に繰り延べることができる。 

 ①と②は併用が可能ですが、③も含め、売

却益が出て特例を利用した場合、住宅ローン

控除との併用はできません。 

 

◆マイホームを譲渡して売却損が出た時 

④マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通

算及び繰越控除の特例：マイホーム（旧居宅）を売却

して、新たにマイホーム（新居宅）を購入した場合、旧

居宅の譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たして

いれば、譲渡損失をその年の給与所得等、他の所得

と損益通算することができる。また、損益通算しても控

除しきれない分は、譲渡の年の翌年以後 3年内は繰

越控除が受けられる。 

⑤特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰

越控除の特例：住宅ローンのあるマイホームを住宅ロ

ーンの残高より低い価額で売却して譲渡損失が出た

場合、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算で

きる。また、譲渡の年の翌年以後 3年内は繰越控除

が受けられる。 

 ④は買い換えの場合に限られますが、⑤は新たに

マイホームを買わなくても受けられる特例です。また、

売却損が出た時に利用する特例は、住宅ローン控除

併用可です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 

(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、 

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。 

    


